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背景 

 

 

新しいタバコ製品 

 

タバコとベイピング製品製造企業は、2000 年代初頭から、電子タバコ、加熱式タバコ、ニコチンポーチなどの新しいタバ

コ製品の開発を行ってきた。 

 

これらの製品は葉たばこを原料とするものとしないものがある。しかし、いかなるタバコ製品も有害であり、かつ葉たばこ由

来あるいは合成されたニコチンを使用しているため、高度の依存性を持っている。また、カラフルなパッケージや魅力的な

フレーバーを使用して、若者を惹きつける戦略を駆使してきた。 

 

タバコ製品の禁止及び規制の国際的状況（文末の資料参照） 

 

電子タバコ使用を認可した国は、アメリカ、イギリス、ニュージーランドなど未だ一握りに過ぎない。一方、40 か国以上の

国々が、電子タバコの使用を禁止している。これは電子タバコの成分、含有物、健康影響などに関する科学的知見が

ほとんど明らかにされていないためである。特に、紙巻きタバコと言うトラディッショナルなタバコ製品により大きな健康と経

済被害を受けて続けている低中所得国の人々に対する健康影響が大きく懸念されるためであり、これらの国々におい

ては、新しいタバコ製品などの使用を許可する余裕などない。 

 



電子タバコの完全禁止を実施している国に加えて、80 か国以上の国では、電子タバコの販売は許可しているが、国境

を越えた販売はアクセスの禁止、制限などのさまざまな規制を実施している。さらに、42 か国では電子タバコのニコチン

含有量あるいはフレーバーなどの添加物などをはじめとして様々な規制を行っている。最低使用許可年令、電子タバコ

の宣伝販売プロ―モーション活動禁止、幼児が誤って誤飲しないようにチャイルドパッケージを義務付ける、有害警告

表示（ニコチン含有量、安全性、フレーバーなど添加物の内容）、課税、仕様馬場署の制限など。 

 

加熱式タバコについては、30 か国以上で既存法あるいは新法によって販売と輸入が禁止されている。 

 

有害製品の使用にあたり、有害影響を減らすためのハームリダクションと言う考えは歴史的に存在する。例えば、ヘロイ

ン依存症に対するメサドン投与、自動車の安全ベルト、コンドームの使用などである。喫煙者、医療者、政治家にとって、

ハームリダクションと言う政策は極めて魅力的に見えるだろうが、残念なことに、タバコ製品使用の問題をハームリダクショ

ンと言う手法で緩和する事は、実際には大きな問題があり、一筋縄ではいかないとする知見が多いと言わざるを得ない。 

 

新しいタバコ製品の禁止が必要な論拠 

 

成分が不明である：電子タバコには膨大な銘柄と商品群が存在し、何が含まれているかは全く公開されておらず、リス

ク評価を行うことができない。紙巻きタバコなど既存のタバコ製品と全く異なるリスクプロフィールを持っている。ニコチンを

含む製品もあれば、含まない製品もある。香港などにおける調査では、成分表示が間違っている例が多く見られた（ニ

コチンなし誤→あり正、ニコチンあり誤→なし正）など。 

 

いうまでもなく有害である：電子タバコや加熱式タバコと言う製品は、すべての人々、とりわけ若い世代に大きな健康



被害をもたらすことが明らかである。ニコチン依存、がん、免疫不全、メンタルヘルス低下、口腔疾患、不妊、呼吸器疾

患、心臓病、妊娠経過の障害、胎児の成長阻害、新生児への障害、小児の成長と発達の阻害など。加熱式タバコ

に含まれるニコチンおよび多くの有害物質がガンなど様々な病気をもたらすことが確実である。 

 

電子タバコ使用により新型コロナへの感染と重症化、死亡リスクが極めて高くなる。これは、高齢者だけでなく若い世代

でも同様である。スタンフォード大学の調査によれば、中学高校世代の若者が電子タバコを使用すると、使用しない

人々の 7 倍新型コロナに感染することが明らかにされている。また、電子タバコのベイパーには新型コロナウイルスが多量

に付着しており、電子タバコ使用者の呼気が新型コロナ感染を広げる恐れがあることが指摘されている。この点について

は、水タバコ使用者の呼出気も同様である。 

 

今後健康被害の情報はさらに増えると予想される。紙巻きタバコ消費が始まってからすでに 100 年以上経つが、新た

な健康被害に関する知見は、年を追って増加中である。したがって、新しいタバコ製品の健康影響の全貌が明らかにな

るまでには数十年以上かかることは必至であり、予想を大きく超えた有害作用を持つと考えて対応すべきである。 

 

ゲートウェイ効果：小学から思春期世代の子どもたちが電子タバコを使用すると、その後、紙巻きタバコ使用率が激増

することが、多くの研究調査で明らかにされたため、WHO は、電子タバコが紙巻きタバコ喫煙の入り口（ゲートウェイ）

となる恐れが高いことを警告している。電子タバコのゲートウェイ効果に関して味はで初めて 2019 年に台湾の 1 万 3

千名の生徒を対象とした調査が発表された。これによれば、電子タバコを使用するティーンエイジャーは、2 年後に紙巻

きタバコ喫煙を始めるリスクが倍増したという。 

 

電子タバコで禁煙することはできない：紙巻きタバコ喫煙者は電子タバコも使用する「デュアルユーザー」となりやすい。



禁煙すなわち紙巻きタバコ使用を止めるために、電子タバコにスイッチしても、中長期的には、紙巻きタバコと電子タバコ

の両方を使用するようになることが明らかにされている。2021 年に 64 編の論文をメタアナリシスした結果、「成人におい

て、紙巻きタバコ使用を中止するために電子タバコにスイッチしても禁煙成功率は改善しなかった」との結論が出されて

いる。 

 

タバコ製品使用を「再常識化 re-normalize」する：多くの国々で喫煙率が大きく低下している現状に反して、電

子タバコや加熱式タバコなどの新たなタバコ製品を「トレンディなタバコ新製品」として宣伝することは、「タバコ使用は非

常識」と言う現在の社会的ノルムを、「タバコを吸うのが常識だ」と言う昔のノルムにもどす役割を果たしていると考えなけ

ればならない。新しいタバコ製品（とりわけ加熱式タバコ：松崎追加）には、使用者の使用頻度、タイミング、パフ回

数、パフ間隔などをリアルタイムで収集し企業に送信するソフトウエアが組み込まれているのだが、製品消費者のほとんど

はこのことを認識せずに使用を続け（させられ）ている。 

 

ひとたび認可すると取り消せない：政府がこれらの「新しいタバコ製品」を一度認可すると、（後日取り消そうと思って

も：松崎）取り消すことはほとんど不可能である。（タバコ産業が強力な法曹スタッフを抱えていることを想起すべきで

ある：松崎） 

 

タバコ規制国際枠組み条約（FCTC）の見地から：FCTC 締約国会議第 7 回（2016 年）、第 8 回（2018

年）において、すべての締約国（もちろん日本も含む）は、それぞれの国内法と公衆保健上の目的に合致する場合、

電子タバコと加熱式タバコの製造、輸入、流通、紹介、販売および使用を禁止あるいは制限する適切な措置を実行

すべきであるという決議が採択された。 

 



タバコ産業の妨害活動 

 

世界の巨大タバコ産業は、数十年前から、紙巻きタバコに代わる新しいタバコ製品の開発を進めようとしていた。2012

年以降、小規模の電子タバコブランド製造企業を買収して、自分達の目的に合うタバコ製品の開発を進めてきた。 

 

ただし、タバコ産業の新製品セールストークには、多くの懐疑的意見が寄せられてきた。例えば、フィルター付きタバコは

両切りタバコより安全だとか、低タールたばこは高タールタバコよりも害が少ないと宣伝されてきたが、これらの主張は全く

虚偽であったことが明らかにされている。 

 

例えば、1960 年代から 70 年代にかけてのアメリカ国内における紙巻きタバコのコマーシャルでは、フィルター着きタバコ

や低タールタバコは害が少なく、禁煙が容易になると宣伝されてきたが、実際には、子どもや若者に対して喫煙がトレン

ディであると印象付ける役割を果たしたのである。 

 

タバコ産業干渉指数による評価では、タバコ産業が新しいタバコ製品を発売することにより、タバコ規制対策を妨害して

きたことが明らかにされている。 

 

新しいタバコ製品の宣伝、販売促進、製造、輸入、流通禁止に成功した香港の経

験 

 

HKSAR（Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 中華人民共

和国香港特別行政区：以後香港と呼称）は、1982 年に喫煙規制条例を施行し、FCTC に沿って、禁煙、受動

喫煙防止、タバコ税増税などの事業を進めてきた。香港の喫煙率は 1982 年の 23.3%から 2021 年の 9.5%へ大



きく低下している。香港当局は 2025 年までに、喫煙率を 7.8%まで低下させる目標を持っている。これを達成するた

めには、紙巻きタバコ喫煙率の低下に向けた取り組みに加え、香港における新しいタバコ製品の輸入と流通を完全に

防ぐことが必要である。 

 

2018 年に香港の行政長官は、新しいタバコ製品の完全禁止でなく規制を主体とする対策を提案したが、医療、教

育、保護者組織はこの方針に懸念を表明した。以下に規制を厳しくしても、何らかの形で子どもや若者がこれらの製品

にアクセスできるようになるため、規制は有名無実になると主張した。これらを受けて討論が行われ、2019 年に、紙巻

きタバコの代替品としての電子タバコ、加熱式タバコ、ハーブタバコなどを含めた新たなタバコ製品の輸入、製造、販売、

流通、宣伝を禁止する条例改定が提案され、パブリックヒアリングのプロセスに回された。その後新型コロナパンデミックの

ために審議が大幅に遅れた。電子タバコ禁止については、ほとんど反対がなかったが、加熱式タバコについては、紙巻き

タバコと同じレベルの規制をするにとどめてはと言う意見が一部から出された。その後加熱式タバコに関する科学的データ

が紹介され、多くの議論が行われ、条例検討委員会は、2021 年 10 月 21 日に、賛成３２，反対 3、棄権２で、

電子タバコ、加熱式タバコ、ハーブタバコなどの新たなタバコ製品の輸入、製造、販売、流通、宣伝を完全に禁止する

改定案が承認された。これに至るまで多くの紆余曲折が起きたが、当局、政策決定者、研究者、市民組織、医学専

門家、一般市民などの幅広い共同に支えられて、電子タバコ、加熱式タバコの完全禁止条例が勝ち取られた。 

 

香港大学の調査によれば、7～9 才層の電子タバコ経験率は 2016～17 年に 2.9%だったが、2017～18 年には

4.5%と五割増加した。12 才～17 才層の電子タバコあるいは加熱式タバコ常習率は 2018～19 年に 0.3%だった

が、同じ時期の加熱式タバコ経験率は 2.3%、電子タバコ経験率は 7.7%だった。加熱式タバコあるいは電子タバコ

使用経験者の紙巻きタバコ経験率はそれぞれ 83.0%、58.4%だった（つまり加熱式タバコと電子タバコ使用経験の

ある小児の 6～8 割がシガレットにも手を出しているという事：松崎）。香港当局は、海外におけるこれらのタバコ製品



使用の増加と関連する健康被害情報を踏まえて、すべての新たなタバコ製品については、規制でなく完全禁止を行うこ

とに政策を転換したわけである。これは香港も 2006 年に賛同した FCTC に合致する対策である。 

 

法令順守措置 

 

紙巻きタバコ喫煙禁止区域での新たなタバコ製品の使用に対しては同額の罰金を科することにした。新たなタバコ製品

の輸入、製造、販売、流通にかかわった者には最高 6500 米ドル相当の罰金と 6 か月の禁固を課することになった。 

 

改訂条例が発効したのは 2022 年 4 月 30 日である。香港税関は密輸に対して新たな対策を開始した。さいしょの

１か月に 46 件の密輸を摘発し、36 万個の商品を押収した。これは 130 万米ドル相当である。入域者に対して、新

たなタバコ製品を自主的に提出させた。これらの対策は円滑に進み、香港政庁は、人々の健康を守るための厳格な法

令実施を推進することができた。 

 



 

 

香港当局はすべてのタバコ製品使用が有害であるという原則を堅持している。この法令の成立は、包括的タバコ対策

の始まりに過ぎない。今後も海外の経験にも学び、香港でのタバコ対策を進めてゆく方針である。 

 

チャン教授は、当局に対して「タバコエンドゲーム」を勝ち取る包括的タバコ対策実施のためのロードマップを策定するよう

に申し入れた。要点を以下に示す： 

1. 受動喫煙防止対策の徹底 

2. タバコ製品の魅惑性を削減する取り組み 

3. タバコ製品使用による健康被害を減らすために、タバコ製品使用年令を継続的に上げて、タバコ製品使用

ゼロの世代を拡大する 

4. タバコ製品使用中止のための治療と支援を行う 

 

2022 年 10 月、香港長官は 2025 年までに喫煙率を 7.8%に低下させると表明し、2023 年初頭までに、これを実

現するためのロードマップを策定すると述べた。 

 

香港におけるタバコ産業の妨害策動 



 

昔から香港でタバコ産業のロビー活動が盛んにおこなわれてきた。しかも香港の法制審議会には、自分がタバコ産業の

代弁者だと公言する者までいるという実情がある。 

 

タバコ産業は、香港の行政府や立法府の構成員に対して、法令の改正に反対するための一連の資料を送付し続けて

きた。例えば、新しいタバコ製品はより安全だとか、禁煙推進に協力するなどである。 

 

さらに、新聞社だけでなく、ふつうはタバコ問題と直接関係のないアーチスト、宣伝業界、若者、シンクタンクなどにも、

様々なメディアを通じて同様の宣撫攻勢を実施し、香港当局のタバコ対策が不適切であると言い続けてきた。フィリップ

モリスは、新聞社に投書、タバコ対策是か非かと言う討論番組を提供した。 

 

タバコ産業は、香港当局に今回のタバコ規制法令に反対する意見書のひな型を多くの団体や個人に拡散し、当局に

意見書を送り付ける取り組みも行った。さらに SNS を通じて保健担当部局を中傷する「ツイッターデモ」まがいのことも行

ったという。 

 

マルボロブランドのオーナーであるアルトリア（フィリップモリス）が資金を提供しているアメリカのシンクタンク、R Street 

Institute は、香港当局に、電子タバコと加熱式タバコの禁止を断念するように要求した。これは、2019 年にフィリンピ

ン当局と FDA に対して行われたものと同様の内容である。 

 

香港の電子タバコショップは、「whynotregulate.hk’ campaign」を開始して、禁止法令を断念するよう香港中にポ

スターとバナーを貼り巡らせた。 



 

フィリップモリスは禁止法が成立した場合、香港の施設を閉鎖して失業者をたくさん作るぞと当局を脅迫した。 

 

法令審議中、タバコ産業は当局に大量の書類、質問書、弁護士からの質問状を送り付け、公務職員のエネルギーと

労働時間を奪おうとした。タバコ産業お抱えの弁護士は、法令審議担当当局に翻訳が必要な重箱の隅をつつくような

質問状を大量に送り付けた。香港当局のベテラン弁護士は、立法当局にこれほど大規模なロビー活動が行われたこと

はないと述懐していた。 

 

市民社会の果たした役割 

 

香港では、Hong Kong Council on Smoking and Health（香港喫煙と健康委員会）、Clear the Air、

Asian Consultancy on Tobacco Control などをはじめとして影響力のある様々な団体が、行政当局を支援した。

法令案への支持を表明するだけでなく、香港大学看護学部および公衆衛生学部は、法令案の根拠となる科学的デ

ータを 21 篇の論文として公表した。 

 

医療保険専門家だけでなく、父母の 82%と生徒の 90%がすべての新たなタバコ製品禁止を支持するという調査成

績を PTA 連合会、Lok Sin Tong Benevolent Society が発表した。この調査は香港の幼稚園、小中学校 100

校以上を対象として Committee on Home-School Co-operation が実施したもので、回答を寄せた父母の

75%が 

新たなタバコ製品の輸入、製造、販売だけでなく、使用そのものも禁止すべきだという意見だった。タバコ産業の反対に

もかかわらず、社会の広い階層の人々が法令案を支持したことが成立の基盤となった。 



 

国際的な健康保健推進団体も支援を行い、情報を拡散し、メディアに投書を行った。 

 

実際に行われた活動： 

⚫ 国際的専門家を招いたセミナー開催 

⚫ 記者会見、報道用資料拡散 

⚫ 記事の配信 

⚫ タバコ産業とのテレビ討論 

⚫ 禁止賛成集会 

⚫ 法令審議委員に対するアピール（香港喫煙と健康委員会の呼びかけ、100 以上の香港の団体の署名入り） 

⚫ 香港および国際的な調査活動 

⚫ 署名運動（10 万筆達成） 

⚫ 父母の意見調査（新たなタバコ製品の販売に反対が多数） 

⚫ 教員組織の賛同 

⚫ タバコ産業の主張に対する反論活動 

 

2021 年 8 月 15 日、香港の食品保健長官は、Asian Consultancy on Tobacco Control から、改正案を審

議している法制審議会奉安委員会で、改正案に反対している数人のメンバーが、タバコ産業から資金提供を受けるな

ど親密な関係にあると指摘した書状を受け取った。その内容を以下に示す： 

 

「（香港も含む）中国の立法に携わる議員で、中国政府自身が批准した FCTC 第 5 条 3 項の内容を十分理解

している人々は極めて少ないようだ。FCTC 第 5 条の全文は以下である（囲み）。香港の立法府の構成員および

立法府自身は、第２項と第６項の「資金調達」が重要だと誤解しているようだが、第 5 条で最も重要なのは第 3



項（締約国は、タバコの規制に関する公衆の健康のための政策を策定し及び実施するに当たり、国内法に従い、タ

バコ産業の商業上及び他の既存の利益からそのような政策を擁護するために行動する）である。 

（FCTC 第五条 一般的義務） 

１ 締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書に従い、多くの部門における包括的な自国の戦略、

計画及びプログラムであってタバコの規制のためのものを策定し、実施し、並びに定期的に更新し及び検討する。 

２ このため、締約国は、その能力に応じ、次のことを行う。 

（a）タバコの規制のための国内における調整のための仕組み又は中央連絡先を確立し又は強化し、及びこれ

らに資金を供与すること。 

（b）タバコの消費、ニコチンによる習慣性及びタバコの煙にさらされることを防止し及び減少させるための適当な

政策を策定するに当たり、効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施し、並びに、適

当な場合には、他の締約国と協力すること。 

３ 締約国は、タバコの規制に関する公衆の健康のための政策を策定し及び実施するに当たり、国内法に従い、

タバコ産業の商業上及び他の既存の利益からそのような政策を擁護するために行動する。 

４ 締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書の実施のための措置、手続及び指針に関する提案を

作成することに協力する。 

５ 締約国は、適当な場合には、この条約及び自国が締約国である議定書の目的を達成するため、権限のある

国際的及び地域的な政府間機関並びに他の団体と協力する。 

６ 締約国は、利用することができる手段及び資源の範囲内で、二国間又は多数国間の資金調達のための制

度を通じ、この条約の効果的な実施のための資金を調達することに協力する。 

 

WHO は、FCTC 第 5 条 3 項の施行ガイドラインの中で、政府の主要な 3 部門すべてが、FCTC の実施に重要な

役割を果たすと指摘している。 

（5 条 3 項施行ガイドライン抜粋）本ガイドラインは、政府家計者、議員、各級（国～市町村）公務員、国

内の公立と民間の諸団体そして、積極的にタバコ対策推進のために活動する諸個人すべてに適用される。行

政、立法、司法のすべての部門が、タバコ規制対策の立案と実行に責任を持ち、タバコ産業の利益から人々を

守るための対策を推進すべきである。 
 

 

 

結論/サマリー 

 

いま世界中の国々で、電子タバコや加熱式タバコなど新しいタバコ製品を売り込むためのタバコ産業の強大なロビー活

動が行われている。香港でもこの数年にわたり新しいタバコ製品の使用を禁止するための法令制定をめぐって闘いが続

けられてきた。いかなる国も、タバコ産業のロビー活動を打ち破って新しいタバコ製品使用の禁止を勝ち取ることは容易

にはできない。タバコ産業の猛烈な反対活動に加えて、電子タバコなど新しいタバコ製品の使用を推進する著名人も少



なくない中で、香港当局はタバコ産業にしっかりと立ち向かい、人々、とりわけ若い人々の健康を守るために行動してき

た。なぜそれが成功したか？それは何よりも、香港当局が、新たなタバコ製品が人々の健康を損なうことが避けられない

という科学的知見に支えられた結論を堅持したからである。 
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